
 

 

 次に、防災についてのうち南海ト

ラフ地震への備え。これに関する質

問は、昨年９月定例市議会で質問し

ておりますが、今回は違った視点で

質問いたします。 

 国では、南海トラフにおける後発

する地震に備えて、南海トラフ沿い

でマグニチュード6.8以上の地震が

発生した場合等では、南海トラフ沿

いの地震に関する評価検討会を開催

し、大規模な地震と関連するか調査

を行うとしています。 

 この検討会の結果に応じて、南海

トラフ大規模地震の発生可能性が相

対的に高まったと評価された場合

は、南海トラフ地震臨時情報など、

南海トラフに関連する情報が発表さ

れます。 

 昨年の８月８日に日向灘を震源と

する最大震度６弱の地震ではマグニ

チュード7.1が観測され、検討会で

の結果、南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震注意）を発表し、１週間

の間、日頃からの地震への備えを再

確認するなど、国から特別な注意の

呼びかけが行われました。 

 また、本年１月13日には日向灘で

最大震度５弱、マグニチュード

6.9の地震が発生し、同様に評価検

討会が開催され、調査が行われまし

たが巨大地震への警戒等に当てはま

らない現象と評価され、調査終了と

なっております。 

 さらに、政府の地震調査委員会で

は、南海トラフの巨大地震が今後

30年以内に起きる確率について、１

月１日時点で、これまでの70％から

80％を、80％程度に引き上げたと公

表されたことにより、市民の南海ト

ラフ地震への危機感は高まっている

ものと感じています。 

 そこで幾つか質問いたします。 

 本市の地域防災計画では、地震災

害対策として、南海トラフ地震防災

対策推進計画と位置づけ、国から南

海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）が発表された場合、南海トラフ

地震の後発地震発生後の市民等の避

難行動に備えるため、全ての地域住

民らが１週間の避難を継続すべき地

域を住民事前避難対象地域としてい

ます。 

 また、要配慮者等に限り１週間の

避難を継続すべき地域を高齢者等事

前避難対象地域とされています。 

 事前避難対象地域については、ハ

ザードマップやホームページでは、

地域や町名が分かるようになってい

ますが、住民事前避難対象地域や高

齢者等事前避難対象地域については

具体的にどの地区を指すのでしょう

か、お伺いします。 

 また、事前避難対象地域の対象者

は、10地区1,815世帯3,669人で避難

指示が発令された場合、迅速な避難

行動を取る必要があることから、ど

こに避難をするのか、どのように避

難すればいいのか、十分な準備と説

明が必要と思いますが、御所見をお

伺いいたします。 

 また、同計画では事前避難対象地

域における避難計画を策定し、対象

となる地域住民に対し、避難場所、

避難路、避難方法等を確認し、地震

への備えに万全を期すよう努める旨

を周知するなど、防災対応を取る呼



 

びかけを行うとしていますが、具体

的にどう周知されているのかお伺い

します。 

 該当する地域住民に限らず、津波

被害の可能性が高い沿岸部周辺の住

民の方を含め、南海トラフ地震臨時

情報（巨大地震警戒）が発表された

場合の対応を具体的に理解できてい

ない市民の方々にも幅広く周知して

いくためには、職員が直接地域に出

向き、ハザードマップ等を基に、津

波からの避難に関する意識の啓発や

防災教育を出前講座として取り組む

必要があると考えます。 

 市長が掲げる公約には、南海トラ

フ地震をはじめ、様々な災害に強い

防災対応力の高いまち、災害危機管

理に強いまちづくりを目指しますと

掲げられています。 

 市長の御所見をお伺いします。 

○副議長（伊藤嘉秀） 答弁を求め

ます。小澤市民環境部危機管理監。 

○市民環境部危機管理監（小澤昇）

（登壇） 防災についてお答えいた

します。 

 南海トラフ地震への備えについて

でございます。 

 本市の事前避難対象地域につきま

しては、新居浜市地域防災計画にお

いて指定しており、住民事前避難対

象地域と高齢者等事前避難対象地域

の細分をしておりませんが、対象地

域を、清水町、宇高町四丁目、垣生

三丁目、長岩町、松神子三丁目・四

丁目、多喜浜一丁目・二丁目・三丁

目、阿島二丁目といたしておりま

す。 

 事前避難対象地域に避難指示が発

令された場合の避難行動につきまし

ては、地震による大津波警報、また

は津波警報が発表されていない場合

に巨大地震警戒が発表された場合に

は、津波浸水想定区域外への避難、

また避難方法におきましては、自動

車を利用しての避難は控えていただ

くことを周知いたしております。 

 今後におきましても、災害発生時

に安全で適切な避難行動が取れるよ

う、日頃から避難場所や避難経路な

ど、災害に対する備えの確認を行っ

ていただくための継続した情報発信

を続けてまいります。 

 防災対応を取る呼びかけの具体的

な周知につきましては、現在、校

区・地区連合自治会が中心となって

実施しております防災訓練や防災セ

ンターでの周知及び市ホームページ

への掲載などで情報発信いたしてお

ります。 

 防災対応力の高いまち、災害危機

管理に強いまちづくりにつきまして

は、昨年８月８日に発表されました

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震

注意）は、運用開始以来、初めての

発表ということもあり、市民の皆様

からどのように対応すればよいのか

分からなかったという戸惑いの声も

ございました。 

 今後、南海トラフ地震への対応に

関する知識も含め、発生が危惧され

ております大規模災害に対して、市

民の皆様お一人お一人が正しい知識

を持って災害に備え、命を守る行動

につながるよう、防災、減災への意

識の醸成を図り、災害に強いまちづ

くりに取り組んでまいります。 



 

 

○副議長（伊藤嘉秀） 高塚広義議

員。 

○１９番（高塚広義）（登壇） １

点質問いたします。 

 事前避難対象地域には、全ての住

民が対象の住民事前避難対象地域、

そして、また要配慮者のみ対象の高

齢者等事前避難対象地域に分けてい

ますが、先ほどの答弁では細分して

いないというような御答弁でした

が、それはどのような理由で細分し

ていないのか、また今後も細分して

いく予定はないのか伺います。 

○副議長（伊藤嘉秀） 答弁を求め

ます。小澤市民環境部危機管理監。 

○市民環境部危機管理監（小澤昇）

（登壇） 高塚議員さんの御質問に

お答えいたします。 

 事前避難対象地域について、高齢

者等事前避難対象地域、それと住民

事前避難対象地域を分けていない理

由ということだったというふうに認

識をしております。 

 一番最初に、この指定をしました

のが令和３年５月に指定をしており

まして、その際に検討した際は、複

数の避難情報を出すと住民が混乱を

するかもしれないと、混乱の可能性

があるということで分けなかったと

いうふうに伺っているところであり

ますけども、この事前避難対象地域

というのは、30分以内に30センチメ

ートル以上の浸水が想定されている

地域、これを基本に定めるというこ

とになっておりまして、それに対し

て、健常者、それから高齢者である

とか、車椅子に乗られている方、お

子様等の移動速度を勘案して、その

一定の範囲から住民避難のところは

ちょっと狭い範囲になるような、単

純に説明をしますとそうなるんです

けども、この30センチというのは、

2004年のスマトラ島沖地震のときの

知見をもちまして、政府の被害想定

において死者が発生するのが30セン

チ以上だろうということで、その数

値にしているそうでございます。 

 実際、津波がやってくるのは、後

発地震が起こってからやってまいり

ますので、移動速度だけでは考えら

れなくて、家の中も物が倒れたり、

あと道路等も通れないところも出て

くるだろうということも考えられま

すので、分けるよりも、その30セン

チというところを考えると、一律の

住民事前避難地域にしたほうがよい

かというふうに考えております。 

○副議長（伊藤嘉秀） 高塚広義議

員。 

○１９番（高塚広義）（登壇） 

今、全国的に非常に想定外と言われ

るような災害等が起こっておりま

す。想定外に対応することについて

は、やはりここまでやったらどうか

いうのは、そういうお答えはなかな

か見つからないと思うんですけど、

しっかりとその最悪の事態の想定も

しながら、この健常者の場合と、要

避難者、車椅子の方、寝たきりの方

等もおられます。その辺の方も含め

た意味でしっかりと対応してもらい

たいという思いで質問させていただ

きました。 

 １点、要望いたします。 

 南海トラフ地震臨時情報（巨大地

震警戒）が発表された場合の対応を



 

市民に周知するために、今後、職員

の皆さんが地域に出向いて出前講座

等を活用しながら、避難に関する意

識の啓発、また防災教育に取り組ん

でいただくことを要望し、次の質問

に移ります。 

 次に、防災センターの利活用につ

いて。 

 新居浜市防災センターは地域防災

力を向上させることを目的に、新た

に建設された消防防災合同庁舎に併

設し建設されております。 

 大規模災害時には、市民が自らの

安全は自らで守る、自助の実践が重

要でありますことから、災害に対す

る意識や知識の向上を図り、自主防

災活動等を底上げし、組織的な防災

対応力を身につけることを目的に、

地震体験や各種災害体験、防災学習

の場として整備されたものです。 

 この防災センターは令和２年４月

から供用開始され、市民が気軽に利

用することができるよう施設利用を

無料とし、これまで市内外の小学校

や自治会等の団体をはじめ、幅広い

年代の人々に利用されていることと

認識しています。 

 しかし、施設の供用開始から５年

の間、国内では大規模な水害や令和

６年の能登半島地震などの多くの災

害が発生し、その都度、それらに関

連する災害情報は更新されておりま

すことから、市民がより利用しやす

くするためには、施設に展示されて

いる防災情報や主力の映像コンテン

ツ等についても、できるだけ新しい

情報を取り入れる必要があります。 

 市長の公約に様々な災害に強い防

災対応力の高いまちを目指すと掲げ

られており、地域の守り手である消

防団や防災士への支援も考えられて

おります。地域の守り手である消防

団や防災士の方々は、災害時におけ

る防災活動に対応するため、日頃か

ら実践的な訓練等を行い、来るべき

災害時に備えられているところです

が、訓練等を行える場所や内容は地

域によって制限される場合があると

感じています。 

 言うまでもなく、防災センターは

防災士等の自主防災組織のスキルア

ップも図ることができる施設とされ

ていますが、実際に防災士や消防団

の方からは、防災センターで災害体

験を学習するといった話をあまり聞

いたことがありません。 

 全国的に消防団員が減少傾向にあ

る中、防災士にあっては、愛媛県は

昨年、東京都を抜き、防災士数全国

１位を達成。その数は、本年１月末

現在で２万5,683人となっていま

す。防災士数全国１位はすばらしい

ことですが、今後にあっては数のみ

にとらわれず、質の向上が求められ

ています。 

 愛媛県では地域防災リーダー研修

が消防学校で開講されているとお聞

きしますが、県内で数少ない防災セ

ンターを有する本市において、市民

が他市に出向くことなく、地元で研

修ができるような施設に取り組む必

要があるのではないでしょうか。 

 市長は施政方針の中で、防災・減

災対策の推進については、自助・共

助の意識向上を図るため、防災セン

ターを活用すると述べられておりま



 

 

す。年代等を問わず、防災知識、経

験があるなしにかかわらず幅広く利

用できることが防災センターの目指

すところと考えます。これらの防災

団体の方が体験してみたい、学びた

いと思ってもらうためには、より実

践的な体験メニューの導入が必要で

はないでしょうか。また、これらの

体験メニューを増やすことで、市民

の方が１回目、２回目と体験してみ

たいと思える施設になるのではない

でしょうか。 

 以前、視察に訪れた堺市総合防災

センターでは、より実践的な災害体

験、例えば、応急救護、救出搬送体

験、避難所生活体験など、できるだ

け費用のかからない体験コースを導

入しておりました。 

 そこで本市においても、堺市のよ

うな体験コースへの見直しや運営の

見直し等に取り組むお考えがあるの

か、市長の御所見をお伺いいたしま

す。 

○副議長（伊藤嘉秀） 答弁を求め

ます。小澤市民環境部危機管理監。 

○市民環境部危機管理監（小澤昇）

（登壇） 防災センターの利活用に

ついてお答えいたします。 

 防災センターは、市民の災害への

備えを促し、災害に強い地域社会づ

くりを目指すため、市民が気軽に利

用することができる防災体験、防災

学習の場として整備をされ、小学校

での防災学習や自治会、企業等の防

災活動の一環として御利用いただい

ております。 

 コロナ禍での開館となりました

が、来館者数は令和４ 年度が

4,162人、令和５年度が5,250人、令

和６年度が２月28日現在で6,814人

と増加傾向にあり、今年度におきま

しては、開館以来最も多くの方に来

館していただいているところでござ

います。 

 今年度は、特に個人、いわゆる御

家族や御友人との来館者数が急増し

ており、令和６年１月の能登半島地

震、県内初の震度６弱を観測した４

月の豊後水道を震源とする地震、８

月の南海トラフ地震臨時情報の発表

などにより、皆様の災害への関心が

高まったことが大きな要因ではない

かと考えております。 

 防災センターを活用して、地域全

体の防災力を底上げするためには、

多くの市民の方に来館していただ

き、防災意識の向上や知識の普及に

つなげることが重要だと認識いたし

ております。 

 施設の魅力を高めるために、令和

６年度には、被災地に派遣された職

員が撮影した写真を基に実施した能

登半島地震のロビー展や防災センタ

ー職員によるオリジナルグッズの制

作、７月、８月の開館時間の延長、

商業施設へのポスターやチラシの設

置、メディアやＳＮＳを活用した継

続的な情報発信などにより、市民の

皆様に活用を促しているところでご

ざいます。 

 また、防災士の皆様には、防災士

養成講座の会場で防災センターの案

内パンフレットを配布しているほ

か、普通救命講習を２階シアタール

ームで受講していただくことで、後

日改めて御家族や御友人と来館して



 

いただいているケースもございま

す。 

 しかしながら、より多くの方に繰

り返し来ていただくためには、心を

揺さぶる仕掛けづくりが必要である

と感じているところでございます。 

 今後におきましては、高塚議員さ

ん御案内の堺市における実践的な体

験をはじめとした先進事例を参考に

しながら、センターを活用したイベ

ントの企画なども含め、限られた資

源を有効に活用し、新たな価値をつ

くることで継続した利用に向けた取

組を進めてまいります。 

○副議長（伊藤嘉秀） 高塚広義議

員。 

○１９番（高塚広義）（登壇） １

点質問いたします。 

 防災センター関係の皆様の御尽力

で令和６年度は、先ほど6,814人

と、多くの来館者があったことに感

謝いたしますが、今回、私の質問と

いうのは、令和５年度、また令和６

年度でもいいんですけど、実際に防

災士の資格を持った人や消防団の方

が災害体験等を学習するために何名

の人が防災センターを訪れたのか、

そこをちょっと今、質問の趣旨が違

っていると思うんで再度お伺いいた

します。 

○副議長（伊藤嘉秀） 答弁を求め

ます。小澤市民環境部危機管理監。 

○市民環境部危機管理監（小澤昇）

（登壇） 高塚議員さんの御質問に

お答えいたします。 

 令和５年度、令和６年度に防災セ

ンターを利用された防災士の方の人

数などについての御質問かというふ

うに認識をしております。 

 防災士の方であるかどうかについ

ては把握をしておりませんので、現

在数字を持ち合わせておりません。

市内の防災関係団体としましては、

令和５年度に１団体４名、令和６年

度に１団体16名が防災センターを利

用されているところでございます。 

○副議長（伊藤嘉秀） 高塚広義議

員。 

○１９番（高塚広義）（登壇） 先

ほど御答弁いただいた人数を考えま

すと、自分の中ではやっぱり少ない

なと思います。 

 今後も地域防災の要である消防団

員、また防災士の方々が災害時に活

躍していただくためにも、防災セン

ターを活用した取組が必要と考えま

す。 

 現在、松山市のほうでは、防災士

資格を取得している方を対象に、防

災活動を行う上で必要とされるスキ

ルを向上させ、地域や企業の防災力

を高める目的で防災士フォローアッ

ププログラムを松山防災リーダー育

成センターにて行っております。 

 これは初級、中級、上級といろい

ろプログラムがあるんですけど、本

市の防災センターでも、防災士を取

ったがなかなか働く場所がないと

か、スキルアップできるような機会

が少ないと、私も今、防災士を持っ

ておりますが感じております。この

ようなスキルアップができる取組を

要望し、次の質問に移ります。 

 


